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事前登録先・お問い合わせ先 

・廿日市警察署（生活安全課） Tel ３１－０１１０ 

・廿日市市役所（高齢介護課） Tel ３０－９１６７ 

・廿日市市社会福祉協議会 〒738-8512 廿日市市新宮一丁目１３番１号 

・地域福祉課 Tel ２０－０２９４  ・大野事務所 Tel ５５－３２９４ 

・佐伯事務所 Tel ７２－０８６８  ・宮島事務所 Tel ４４－２７８５ 

・吉和事務所 Tel ７７－２８８３    

行方不明が発生した際には下記の 

いずれかにご連絡ください。 

廿日市警察署(生活安全課)  

Tel ３１－０１１０ 
 

廿日市市社会福祉協議会  

Tel ２０－０２９４ 
(※社会福祉協議会は 

12/29～1/3を除く8:30～17:15) 

行方不明情報伝達機関（協力機関） 

状況に応じて下記の機関にFAXに
よる連絡が入り、情報が掲示され
ます。 
見かけられた時はご協力をお願い
します。 
・廿日市市役所・各支所・消防本部 

・廿日市市社会福祉協議会（各事務所） 

・市民センター（公民館） 

・歯科医院（佐伯歯科医師会廿日市支部） 

・薬局（広島県薬剤師会廿日市支部）  

・医院（佐伯地区医師会） 

・コンビニエンスストア  

・高齢者施設     

・障がい者施設 

・タクシー会社    

・公共交通機関  

・金融機関      

防災行政無線 

はつかいちし安全・安心メール  

廿日市市役所から、地

域に行方不明者の情報

を流します。 

状況により、次の機関へ連絡し協力を得ます。 
・佐伯区との広域連携 

はつかいち見守り安心ネットワークって？ 

外出したまま戻れなくなり行方不明となった人を
公共機関やタクシー会社、コンビニエンスストア、
医療機関などのネットワーク協力機関が、連絡網を
通して情報を伝達し、できる限り早期に発見・保護
するシステムです。 

行方不明が発生した際に情報をいち早く関係機関
に伝達し、早期発見・保護を可能とするために、外
出したまま戻れなくなるご心配がある人の事前登録
をしています。 

事前登録は無料です。事前登録は下記にございま
すお近くの登録先にご連絡ください。 

 

事 前 登 録 

行方不明発生 

上記の情報伝達手段

から選んでいただき

情報を流します 

FM はつかいち
(76.1MHz) 

地元のラジオ局「FM

はつかいち」から、リ

スナーへ行方不明者の

情報を流します。 


